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全国道路・街路交通情勢調査 
自動車起終点調査（OD調査）

与那原警察署からのお知らせ

町道等の不具合、見つけたらすぐ報告を

将来の年金設計について考えてみませんか

沖縄総合事務局南部国道事務所 調査第一課 ☎098-862-5325問

ねんきんネット専用ナビダイヤル ☎0570-058-555問

都市整備課 ☎889-1632問

実施主体
沖縄総合事務局南部国道事務所

　厚生労働省では、【国民一人一人、「ねんきんネット」等
を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしてい
ただく日】として、11月30日（いいみらい）を「年金の日」
としています。この機会に、「ねんきんネット」でご自身の
年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計につい
て考えてみませんか。

「ねんきんネット」の利用登録は、マイナポータルから簡単、便利に行うことができます。また、マイナポータルと連携する
ことで、国民年金保険料の口座振替申出等の電子申請やe-Taxでの確定申告で利用可能な控除証明書等の電子データの取
得が可能になります。ご利用方法など、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

調査の期日
令和７年9月～11月の平日と休日各1日を調査対象日とします。

　令和7年は、5年に1度の全国道路・街路交通情勢調査の年で
す。道路交通の実態を把握し、道路政策に活用するための非常
に重要な調査ですので、ご協力をお願いします。

皆さんのご報告が、町の維持管理の改善につながります。
小さな不具合でも、ぜひご報告ください。皆さんのご協力を心よりお待ちしております。

調査の項目

調査の対象
国土交通省が令和7年（2025年） 5月末時点の自動車登録情報
から無作為に抽出した車両の所有者を対象とします。（沖縄本
島が対象）

　11月1日～12月1日は「犯罪被害者等支援広
報啓発強化期間」です。被害者も加害者も出さ
ない、安全・安心なまちづくりを、みんなで考え
ましょう。

　11月は「指名手配犯捜査強化月間」で
す。指名手配ポスターの犯人によく似た
人を見かけたなど、どんなに些細なこと
でも構いません。皆さんからの情報が事
件解決につながります。ご協力をよろし
くお願いします。 　　

簡易課税制度の選択の届出
　令和6年分(基準期間)における課税売上高
が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選
択することができます。
　令和8年分から簡易課税制度を適用して申
告する方は、令和7年12月31日までに、納税
地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選
択届出書」を提出する必要があります。

新たに課税事業者となる方の届出
　個人事業者の方で、新たに課税事業者とな
る場合には、納税地の所轄税務署長に「消費
税課税事業者届出書（基準期間用）」を提出す
る必要があります。
　令和6年分※(基準期間)の課税売上高が
1,000万円を超えている場合には、令和8年
分は消費税の課税事業者に該当します。

い い み ら い

「ねんきんネット」では、パソコンやスマート
フォンからいつでもご自身の年金記録を確認で
きるほか、次のようなさまざまな機能がご利用
いただけます。
・年金記録の確認 ・将来の年金見込額の試算
・各種通知書等の確認 ・納付書なしでの納付 など

ご利用は
こちらから

写真と場所を送るだけで、簡単に報告できます。

町が管理する道路の損傷や不具合（例：舗装の剥がれ、
段差、街路灯の不具合など）を対象としています。
不具合を見つけたら、業務時間外でも報告できます。

❶右のQRコードを読み取ってアクセスするか、
　町公式LINEのリッチメニューの道路等維持管理
　フォームをクリック。
❷必要事項を入力し、写真を添付。
❸送信ボタンを押すだけで完了。

 利用方法はとっても簡単

町道などに不具合を見つけた際は、
ぜひ「南風原町道路等維持管理報告フォーム」をご利用ください。

消費税の届出は
お済みですか？

那覇税務署 ☎867-3101問

与那原警察署 945-0110問

※令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間に
　係る年分を言います。

詳しくは
こちらから

ご協力
お願いします。

11月30日は年金の日

日 時 11月26日（水）14:00～16:00（13:30開場）
会 場 名護市民会館 大ホール ※入場無料
講 師 清水 誠一郎 氏

・世帯の情報（性別、年齢、職業等）
・自動車の情報（車種、主な運転手等）
・移動の情報（出発地、目的地、出発到着時刻、移動目的等）

犯罪被害者支援を考える県民の集い 指名手配犯の検挙に
ご協力を

公式LINEは、P20の
QRコードから追加
できます。

町公式LINE

国土交通省ホームページ

詳しくはこちらから




